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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月4日(2014.8.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィロケイ酸塩の層間にインターカレートされたヘキサデシルトリメチルアンモニウム
イオンである変性剤と、アセチルコリン及びコリンからなる群から選択される付加的な変
性剤を含み、
　アセチルコリン又はコリンが、０．１－１ｍｅｑ／１００ｇフィロケイ酸塩カチオン交
換容量値からなる濃度で存在し、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムイオンの量が、０
．４－９．９ｍｅｑ／１００ｇフィロケイ酸塩カチオン交換容量値からなる濃度で存在す
る変性フィロケイ酸塩組成物。
【請求項２】
　アセチルコリン又はコリンが、０．２０－０．７５ｍｅｑ／１００ｇフィロケイ酸塩カ
チオン交換容量値からなる濃度で存在し、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムイオンの
量が、５．２５－５．８０ｍｅｑ／１００ｇフィロケイ酸塩カチオン交換容量値からなる
濃度で存在する請求項１に記載の変性フィロケイ酸塩組成物。
【請求項３】
　アセチルコリン又はコリンが、０．２５－０．５０ｍｅｑ／１００ｇフィロケイ酸塩カ
チオン交換容量値からなる濃度で存在し、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムイオンの
量が、５．５５－５．７５ｍｅｑ／１００ｇフィロケイ酸塩カチオン交換容量値からなる
濃度で存在する請求項１または２に記載の変性フィロケイ酸塩組成物。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の変性フィロケイ酸塩を調製する方法であって、
（ａ）水とＣ１－Ｃ１０アルコールにフィロケイ酸塩を分散させ；（ｂ）超音波を印加し
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；（ｃ）０．１－１ｍｅｑ／１００ｇフィロケイ酸塩カチオン交換容量値からなる濃度で
、コリン塩又はアセチルコリン塩を用いたカチオン交換を実施し；（ｄ）０．４－９．９
ｍｅｑ／１００ｇフィロケイ酸塩カチオン交換容量値からなる濃度で、ヘキサデシルトリ
メチルアンモニウム塩を用いたカチオン交換を実施し；（ｅ）２０℃～１２０℃の温度に
工程（ｄ）の混合物を維持し；（ｆ）工程（ｄ）で得られた化合物を単離することを含み
、ここで工程ａ）、ｂ）、ｃ）及びｄ）は任意の順序で実施可能である、方法。
【請求項５】
　フィロケイ酸塩が水とエタノールに分散される請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　添加されるコリン塩又はアセチルコリン塩がハロゲン化コリン又はハロゲン化アセチル
コリンである請求項４又は５に記載の方法。
【請求項７】
　ハロゲン化コリン又はハロゲン化アセチルコリンが塩化コリン又は塩化アセチルコリン
である請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　添加されるハロゲン化ヘキサデシルトリメチルアンモニウムが臭化ヘキサデシルトリメ
チルアンモニウムである請求項４から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　工程（ｄ）の混合物が６５℃～７５℃の温度に維持される請求項４から８のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１０】
　カチオン交換工程が、先ずコリン又はアセチルコリンを用いて実施され、その後、ハロ
ゲン化ヘキサデシルトリメチルアンモニウムを用いて実施される請求項４から９のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１１】
　単離工程が、調製された変性フィロケイ酸塩の精製を含む請求項４から１０のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１２】
　フィロケイ酸塩が水：エタノールの溶液を用いて精製され、混合物が５０℃－９０℃の
温度に攪拌下で維持される請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　単離工程が、精製後のフィロケイ酸塩の乾燥工程を含み、乾燥工程が７０℃－９０℃の
温度で実施される請求項４から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の変性フィロケイ酸塩を含むポリマーの強化剤。
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